
行政視察報告書
報告者 新政たかやま

１． 視察期間 令和６年１１月１４日（木）

２． 視察先 愛知県みよし市 みよし市役所

３． 参加者 伊東寿充 石原正裕 水門義昭

渡辺甚一 榎隆司 西田稔

西本泰輝 水野千惠子 平戸芳文

戸田柳平 中村匠郎

４． 視察項目 Ⅰ 会計年度任用職員の在り方について

Ⅱ 開庁時間の見直しについて

Ⅲ ＤＸの取り組みについて

Ⅰ 会計年度任用職員の在り方について

Ⅰー１ 会計年度任用職員制度の概要

（１） 制度導入の背景・経緯

臨時・非常勤職員（特別職非常勤、臨時的任用、一般職非常勤）の採用方法や賃金水準

など、地方自治体それぞれで異なる解釈がなされ、制度の運用がまちまちであったため、

臨時・非常勤職員の適正な任用と勤務条件の確保に向けた見直しが行われ「地方公務

員法」と「地方自治法」が令和２年４月１日に改正施行され、「会計年度任用職員制度」が

導入された。

（２） 身分

令和２年４月１日に施行された改正地方公務員法に基づく一般職非常勤務職員として、

みよし市では、パートタイム会計年度任用職員のみを任用。

（会計年度任用職員としてはフルタイムがある）

（３） 常勤職員と会計年度任用職員の職員数

常勤職員 主な職種 職員数

行政職 事務職、技師、社会福祉士、学芸員等 ３４０人

保育職 保育士 ７７人

技能労務職 学校業務員 ２人

医療職 保健師、歯科衛生士、医師、看護師等 １４３人

教育職 教育委員会勤務教員、任用付教員 １０人

合 計 ５７２人

会計年度職員 主な職種 職員数

一般事務職 一般事務員、児童厚生員、特別支援教育対応教員補助者等 ２７５人

保育士等の資格職 保育士、社会福祉士、家庭相談員、児童相談員等 １３２人

作業員職 土木・公園作業員、交通安全推進員、看護補助員等 ４６人

業務員職 保育園業務員、学校業務員等 ５８人



医療職 保健師、介護認定調査員、歯科衛生士、看護師、医療技術師等 ７７人

学校非常勤講師 学校非常勤講師 ５４人

その他 住民相談員、部活動指導員等 １９人

合 計 ６６１人

区 分 正規職員数 会計年度任用職員数 合 計

事務職 ３４０人 ５５％ ２７５人 ４５％ ６１５人

保育職 ７７人 ３７％ １３２人 ６３％ ２０９人

業務職 ２人 ２％ １０４人 ９８％ １０６人

※１ 会計年度職員数が常勤職員数を上回っている。

※２ 事務職：約半数が会計年度職員

※３ 保育職：約２／３が会計年度職員

※４ 業務職：ほぼ全員が会計年度職員

Ⅰー２ 会計年度任用職員の課題

・ 任期は原則１年以内（再度の任用あり）

・ 選考によらない更新は２回まで、昇給なし

・ 民間企業に義務付けられている無期転換ルールの適用なし

・ 会計年度任用職員と常勤職員の給与の不均衡

・ 「扶養の範囲内」（年収の壁）を意識した働き方

Ⅰー３ 会計年度任用職員のあり方の見直し

【具体的】

・ 報酬を大幅に引き上げる

・ 年収の壁に捉われず、常勤職員に近い勤務形態での働き方を促進

・ 会計年度任用職員数を漸減し、正規職員を増加させる

【目的】

・ 将来に希望の持てる雇用環境への改革

・ 会計年度任用職員のあり方についての問題提起

【報酬額】

報酬額を常勤職員の高卒初任給程度又は短大卒初任給程度から大卒初任給程度へ

引き上げる

・ 一般事務職 １，１５５円 → １，２６５円 （９．５％増）

・ 作業員、看護補助職 １，２５３円 → １，３５５円 （８．１％増）

・ 歯科衛生士、栄養士職 １，３０７円 → １，４１１円 （８．０％増）

〇 国の報酬単価引き上げ後の報酬額から更に市独自の引き上げをする

【現状】

報酬単価の引き上げや勤勉手当の支給により底上げを図るが、それによって働き控え

が生じるという逆転現象も生じている。一方、民間企業においては「年収の壁・支援強化

パッケージ」を活用し、所得の向上に一定の成果を上げている。しかし、地方自治体は

国に準拠して支給する手当の種類及び内容を規定しているため、規定がない手当を支

給することができない。また、「年収の壁・支援強化パッケージ」は地方自治体を対象とし

ていないことから会計年度任用職員を対象とした支援制度がない。年収の壁を意識す

ることなく働ける環境整備と意識改革を進めていくことが重要。

市役所や保育等の現場では

会計年度任用職員は欠かな

い存在に。



Ⅰー４ 正規職員の増加手段として年度途中採用を実施

面接試験重視（学科試験なし）

職務経験で培った

・積極的な行動力

・柔軟な発想力

・専門的な知識、技術

社会人枠で年度途中に採用

・専門性や対応能力の高い多様な人材の確保

・職員年齢構成の平準化

・政策形成や職務遂行力の向上

Ⅱ 開庁時間の見直しについて

Ⅱー１ 変更内容

【変更前】 令和６年５月２日まで、午前８時３０分から午後５時１５分

【変更後】 令和６年５月７日から、午前９時から午後５時まで ４５分短縮

【対象業務】 市役所本庁舎の窓口及び電話対応（庁舎外公共施設を除く）

Ⅱー２ 見直しの目的

〇 市民サービスの向上と職員の働き方改革の推進を図る

1 来庁者への対応を適切に行うための体制整備

2 職員の業務改善の促進、市民サービスの向上

3 窓口のデジタル化の整備

（書かない窓口、市役所に来なくてよい環境）

4 時間外勤務の抑制

Ⅱー３ 市民への周知方法

・記者会見 令和６年２月８日

・議会（全協）への説明：令和６年２月２２日

・市ホームページによる周知：令和６年２月～

・広報による周知：令和６年３月～（３カ月間実施）

・区長会に説明：令和６年２月１５日

Ⅱー４ 周知に使用したポスターなど

・「５月７日から市役所本庁舎の開庁時間を変更します」

市役所内にチラシ、ポスター、看板等として令和６年２月から設置

・「開庁時間変更のお知らせ」

ポスターを令和６年３月から設置

・「開庁時間を変更しました」

ポスターを令和６年５月７日から設置

・窓口のカウンターに５月７日からＡ４サイズのスタンド型ポップを設置

開庁時間中：表面「５月７日から市役所本庁舎の開庁時間を変更します」

午後５時から翌日午前９時：裏面「ただいま受付時間外です」



７月からの開庁時間中：表面「開庁時間のおしらせ」

Ⅱー５ その他の取り組みと成果

・ 午前８時３０分と午後５時１５分に鳴らしていたチャイムを午前９時と午後５時に鳴らす

ようにした

・ 市民の方が迷うことないように、フロアマネージャーを配置しサービス向上を図る

・ 職員１人あたり、約４時間の残業減が図れた

・ 開始依頼、特に市民からの苦情等はない

Ⅲ ＤＸの取り組みについて

Ⅲー１ ＤＸによるフロントヤード改革

令和６年１月に国の「自治体フロントヤー

ド改革モデルプロジェクト」に採択され、令

和１０年度までに実施予定であった市役

所の窓口におけるデジタル化を最大４年

間前倒して令和６年度から実施

「書かない、待たない、来ない」窓口の実現

デジタル化を図り、市民サービスの向上を図る

市民サービスの質を低下させることなく、窓口時間を短縮し、職員の働き方改革に役

立てる

Ⅲー２ 住民窓口多様化モデルの構築

1 書かない窓口

住民がマイナンバーカードをかざしてシステム認証をすると、申請ナビの画面に住民

情報が自動入力される。職員が申請ナビの画面を利用して、自動入力以外の項目

を住民から聞き取りを行い入力支援をする

2 セルフ端末・オンラインサポート

庁内の住民窓口に住民自身で申請できる端末を設ける。申請が不安な場合はオン

ラインサポートに接続し、オペレータにサポートをしてもらいながら申請ができる

3 申請ナビサービス

住民が質問に答えていくことで必要な手続きがわかり、スマホやパソコンから電子申

請ができる

4 電子化サポート

紙の申請も電子化し、電子審査システムに集約されるため、職員は電子審査システ

ム上で紙に印刷することなく審査ができる

5 電子審査システム

バックヤード業務が電子審査システムに集約されることにより、手続きの種類、担当

部門、担当者のいる場所に関わらず、同じ方法、手段で申請データの確認・審査作

業を効率的に行える



Ⅲー３ その他

1 令和４年度各種証明書等発行件数

住民票の写し等合計、６９，８２７件、うち窓口交付は４，０３９件で、残りの６５，７８８件

（約９５％）はマイナンバーカードを使用したコンビニ交付である

2 マイナンバーカード交付・申請率

交付率 約８２％ 申請率 約９２％

Ⅲー４ みよし市デジタル化推進構想

【背景】

２０４０年には全国で高齢者人口のピークを迎え、労働者人口の減少が見込まれる

職員数が減っても行政サービスの提供水準を維持し、持続可能な行政へと転換する

必要がある

【行政のデジタル化】

・住民の利便性向上

・行政の効率化

【職員の育成】

・デジタルリテラシーの向上

・紙からデータ前提の意識改革

５． 考 察

Ⅰ 会計年度任用職員の在り方について

・ 職員と会計年度職員の採用バランスと業務内容はしっかり調査し配置する必要がある

・ 市独自で報酬単価を考え、勤務環境等も配慮が必要である

Ⅱ 開庁時間の見直しについて

・ 職員登庁時間に余裕がもてると同時に、電話対応する時間も軽減でき一日の仕事のス

タートができやすくなる

・ 市民の理解を得るためにチラシ等による周知や説明が大事である。また、フロアマネー

ジャーの配置等も市民に安心感を与える支援である。

Ⅲ DX の取り組みについて

・ 基本的には、マイナンバーカードの市民の理解と交付率の向上が必要

・ 日本一広い高山市では、今後ＤＸ推進は必要であり、インフラの整備（通信）等の環境

整備が必要である

・ 高齢化が進むことから、市民の方に理解してもらうことやサポート体制（職員のレベルアッ

プ）が必要である



視察に対して、小山市長が同席して説明から質問の答弁までして下さり感謝の視察となり

ました。


